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赤村での交通事故
事件件数

田川地区暴走族根絶の合言葉
《暴走はしない！させない！
見に行かない！そして許さない‼》

“給湯器や屋根の無料点検”に
ご注意ください

○ リフォーム業者が突然訪問し
、無料点検を持ち掛けるなどして
、故意に瓦等を壊したり、「このま
までは壊れる。」などと不安をあお
り、高額な給湯器の交換や屋根
の契約を迫るトラブルが増加して
います。

○ 突然の訪問を受けても、「安
易に自宅に入れない」「その場で
は点検させない・契約しない」よ
う注意しましょう。

★ 非行へのサインを見逃さない！
こどもは、「困っている」「つらい」等という思いを言葉にして伝えられず、問題行動
という形でサインを出すことがあります。
問題行動は、深夜はいかいや喫煙などの不良行為をきっかけに、そのまま放置すると、
本格的な非行へとエスカレートするおそれがあります。
様々な問題行動を早期に発見して正しく指導することが何よりも大切です。
周りの大人は、「たかが○○」などと見過ごすことなく、子供からのサインとして受け止め、
真剣に向き合いましょう。

★ ２０歳未満の飲酒・喫煙は法律で禁止されています
２０歳未満への酒・たばこの販売は禁じられています。
また、未成年者が飲酒・喫煙していることを知りながら、
保護者がこれを止めなかったときは罰せられます。

○ 「何でも買い取ります。」と
いって訪問した業者が、「貴金
属も見せて欲しい。」等と話し
、目を離した隙に、指輪などの
貴金属を持ち去ったり、安価
で強引に買い取ろうとする事
案が発生しています。
○ 業者から電話が架かって
きても、安易に訪問を承諾せ
ず、突然訪問してきても家に
入れないようにしましょう。

悪質な訪問販売・購入
トラブルが増加しています

ＳＴＯＰ！！少年の非行行為

飛び込み営業にご注意を!!


